
▍次の全てに該当する方

(1)中野区に居住・住民登録があり、園児(子ども)と同一世帯である

(2)(1)の園児が、新制度移行園(基本保育料が無償の園、認定こども園など)に通園している

(3)園児の預かり保育料を負担している

(4)中野区で施設等利用給付認定(2 号または3 号)を受けている

(5)園児が平成2 9 年4 月2 日 - 令和3年4 月1 日(2 0 1 7 年4 月2 日 - 2 0 2 1 年4 月1 日)生まれ

※満3歳クラスは、園則で満3歳クラスが定められている園に通園している場合のみ補助対象です。
※満3歳は、3歳の誕生日を迎えた月から補助対象です。

▍預かり保育料への補助(所得制限なし)　
 月額1 1 , 3 0 0 円(限度額)
（施設等利用給付認定第3号認定の場合 月額1 6 , 3 0 0 円(限度額))

☞利用日数×日額単価(4 5 0 円)で算出した支給限度額と、実際に支払った金額を比較して、低い金額を支給します。

【次の要件が必要】
(1)施設等利用給付認定第2 号または3 号を受けている
(2)(1)に加え、現況届で引き続き保育の必要性が確認された園児

▍申請書類

(1)申請書
　（令和5年度施設等利用費請求及び中野区私立幼稚園等に在籍する幼児の保

　　護者に対する補助金申請書兼口座振替依頼書）

(2)特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収証※1

     （以下①②の両方に該当する方のみ）

①施設等利用給付認定第2号(3号)を受け、認定期間中に無償化対象の認可外保育
　施設を利用した。
②在園している幼稚園が提供する預かり保育の提供が一定水準以下※2である。

※1 ファミリーサポート事業を利用した方は、この書類の代わりに活動報告書
    （兼領収書）の写しをご提出ください。
※2 一定水準以下＝年間開所日数が200日未満又は平日開所時間が8時間未満

☞対象の幼稚園・認可外保育施設はP2の<05 関連ホームページ/よくあ

  る質問など>の⑦「預かり保育補助の対象施設(無償化対象施設)につ
  いて」を確認してください。
  (中野区外の幼稚園については、幼稚園が所在する各自治体へお問い
  合わせください。)

補助金の計算方法について
☞P2の<05 関連ホームページ/

　よくある質問など>の⑥へ

▍申請期限

(1)の書類

▶第一次期限　2 0 2 3 年7 月1 4 日(金)1 7 時必着

▶今年度最終期限　2 0 2 4 年3 月8 日(金)1 7 時必着

(2)の書類

▶第一次期限(2 0 2 3 年4 月- 2 0 2 3 年9 月分)

　2 0 2 3 年 1 0 月 1 3 日 ( 金 ) 1 7 時必着

▶今年度最終期限(2 0 2 3 年1 0 月- 2 0 2 4 年3 月分)

　2 0 2 4 年 4 月 8 日 ( 月 ) 1 7 時必着

☞申請は年度毎に1回必要です。

☞申請書が第一次期限後に到着した場合、一年間分を一括で5月末にお

　振込します。

☞書類の到達を確認したい場合は、簡易書留等のご利用をおすすめし

　ます。

▍第一次期限分(2 0 2 3 年4 月 - 2 0 2 3 年9 月分)

　2 0 2 3 年1 1 月3 0 日(木)予定

▍今年度最終期限分(2 0 2 3 年1 0 月 - 2 0 2 4 年3 月分)

　2 0 2 4 年5 月2 4 日(金)予定

01 補助の対象

02 補助金の内容

03 申請書類と期限について

04 補助金交付時期(口座振り込み日)

交付決定通知について
☞各期の振込前(約1週間前)に交付

  決定通知を送付します

令和5年度中野区
預かり保育補助金のご案内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（新制度移行園に通う方向け）
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中野区長宛て

子ども・子育て支援法第30条の11第1項の規定に基づき、施設等利用費について、次の通り請求します。併せて中野区私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者に対する補助金(入園料補助金・保護者補助金)及び実費徴収に係る

補足給付補助金を申請します。なお、施設等利用費、中野区私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者に対する補助金（入園料補助金・保護者補助金）及び実費徴収に係る補足給付補助金の審査にあたり、次の事項に同意します。

１　必要な限度において、園児の属する世帯について中野区長が保有している住民記録、生活保護及び税に関する情報を利用すること。

２　交付決定された補助金の請求および返納に関する手続きについては、交付要綱に規定する中野区長の指定するものに委任すること。

３　中野区が幼稚園等に補助金交付対象者であることを通知し、申請子どもの在園状況、保育料等の納付状況を確認すること。

 〒　１６４―０００１

第1号様式（第10条関係）

☆申請印はスタンプ印不可。消せるボールペン・鉛筆での記入不可

年 月　 日　 年 月 日

　申請日 　 ２０２３年　７月　１日 

マンション名など

　※氏と名の間はひとマスあけ、濁点もひとマス使用する。申請印を必ず押して下さい。

   　　　　　　　２０１６  年 １０  月  ２１  日生まれ

　　　　　　　　年　　　　月　　　　日生まれ

2022年1月2日以降に中野区へ転入した方は、転入日と2022年1月1日現在の住所を記載してください。
園児から
見た続柄

父
中野区

転出年月日
2021年12月31日

2022年/2023年1月1日時点で国外に居住し、所得が確認できる資料が
提出できない方はチェックしてください　 □

令和5年度施設等利用費請求及び中野区私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者に対する補助金等申請書兼口座振替依頼書

(左の枠は記載不要です。) フリガナ ナ カノ サフ゛ロウ
申請書令和　　　幼稚園

氏　名 中野　三郎前年度在籍園※上記園と異なる場合のみ記載ください。

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　幼稚園）

入園日 生年月日
2 0 2 3 0 4 0 1 2 0 1 9 1 0 1 5

　園児及び申請者と、「生計を一にしている」方全員を記載してください
☆園児と申請者の氏名をあらためて記載する必要はありません

☆書ききれない場合は欄外に記載してください

住所
中野区 △▽ ◆ 丁目 ● 番 ▲▼ 号 △△ハイツ１０１号室 氏名及び生年月日

園児から
見た続柄

通園・通学先等
（兄弟姉妹がいる場合）

学年

フリガナ
中野　太郎 父ナ カ ノ ハ ナコ    　　　　　　１９８４　年   ４　月 　５　 日生まれ

申請者
（口座名義） 中野　花子 中野　一郎

兄 令和小学校 3
   　　　　　　２０１３  年   ８  月  １２  日生まれ

申請者の
生年月日

年 月 日
生
ま
れ

電話
番号

※ハイフン（－）を記載してください。 中野　桃子
姉 令和幼稚園 年長

1 9 8 5 0 3 2 0 ××× - ●●●● ‐ △△△△

中野
銀行 ・ 信用金庫
農協 ・ 信用組合　 中野

支　店
出張所
本　店

   　　　　　　　　年　　　　月　　　　日生まれ

金融機関コード
(記載不要です。)

支店
コード ○ △ □

1 (普)口座番号 1 2 3 4 5 6 7
上記の方のうち、園児及び申請者と別居している方の氏名及び住所を記載してください。
氏名

生年月日
中野　太郎

1984年4月5日
現住所 大阪府大阪市北区●丁目●●番●●号●●●

中野区転入日 　　　2023　年　　　1　月　　　3　日
東日本大震災の被災者に該当する方はチェックしてください　□ 

2022年1月1日の住所 東京都杉並区●●丁目●●番●●号●●マンション●●●
ひとり親世帯、障害がある方のいる世帯の方はチェックしてください　□　■通園先が私学助成園・幼稚園類似施設の方向け■

補助金申請にあたり、添付書類が必要な場合があります。補助金のご案内の【07 添付書類の確認表】をご覧いただ
き、該当する項目がある場合には添付書類をご準備のうえ、申請書と一緒にご提出ください。

私立幼稚園等
の名称 園

 
児

←氏と名の間は、
ひとマスあけ、
濁点もひとマス

使用する。

申
請
印

㊞

振込先
金融機関

中
野

⑤申請時の注意事項、よく
ある質問について

⑥補助金の計算方法につい
て

⑦預かり保育補助の対象施
設(無償化対象施設)につい
て

〠 1 6 4 - 8 5 0 1 　
中野区中野4 - 8 - 1 （区役所3階11番窓口） 

中野区 子ども教育部 保育園・幼稚園課 幼稚園・認可外保育係　 
☎ 0 3 - 3 2 2 8 - 8 7 5 4 (平日8 : 3 0 - 1 7 : 0 0 )

05 関連ホームページ/よくある質問など

06 申請用紙記入例 

書類提出・お問い合わせ先

①補助金の申請について

(各種申請書・提出用紙の
ダウンロード)

②施設等利用給付認定につ

いて(ご案内、各種申請書
のダウンロード)

③退園・転出をするとき ④振込口座変更をしたいと

き　

町丁名の記入漏れにご注意くだ
さい。
例：中野区　本町　2丁目

○　朱肉を使う印鑑
　　（認印、銀行印など）

×　スタンプ印
　　（シャチハタなど）

入園式または園の定める入
園日をご記入ください。
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